
 

利用できるアプリ： 

※納付書 1 枚あたりの合計金額が 30 万円までの納付書（バーコードがあるもの）に限ります。 

※領収証書は発行されません 

（領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアでご納付ください。）。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

８月にお送りした納付書により、１１月３０日（月）までにお納めください。 

＜ご利用になれる納付方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        な 口座振替 の申込はＷｅｂで！！ 
 

 

   ●パソコンやスマートフォンから東京都主税局の専用 Web サイトにアクセスし、画面に従って必要事項を入力

するだけです。https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/common/web_kouzafurikae.html 
 

●依頼書への記入や銀行印の捺印は不要です。 

●１１月１０日までに申込みいただくと、個人事業税第２期からの口座振替が可能です。 

※１１日以降に申込みいただいた場合、来年度第１期からの振替となります。 

●振替日に口座振替され、納め忘れ防止につながります。 

 
＜口座振替のお問合せ先＞ 

主税局徴収部納税推進課（０３－３２５２－０９５５） 

※受付時間は平日９時～１７時です。電話番号のおかけ間違いにご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

－都税についてのお知らせ－ 

便利 簡単

 

安心

ス マ ホ

ア プ リ 

 
A T M 

イ ン タ ー ネ ッ ト 

モ バ イ ル 

バ ン キ ン グ 

※一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。 

※  （ペイジーマーク）の入っている都税の納付書をお持ちの場合に限ってご利用できます。 

※領収証書は発行されません（領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアでご納

付ください。）。 

※新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングで納付する方は、事前に金融機関への利用申込みが必要です。 

※システムの保守点検作業時には、一時的にご利用できない場合があります。詳しくは主税局ホームページ

（https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/）「税金の支払い」をご覧ください。 

口座 

振替 

コン 

ビニ 

※2019 年 4 月から、

Web でも申込みを

受け付けています。 
 クレジット

カード

※納付書１枚あたりの合計金額が 30 万円までのものに限ります。 

※一部、都税の取扱いをしていないコンビニエンスストアがあります。ご利用になれるコンビニエンススト

アについては、納付書の裏面をご確認ください。 

※インターネットの専用サイト（都税クレジットカードお支払サイト）

にアクセスし、クレジットカードにより納付することができます 

（税額に応じた決済手数料がかかります。）。 

詳しくは、都税クレジットカードお支払サイトをご覧ください。 

 窓口 
金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口 

※一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、申請により納税を猶予する徴収猶予の制度があります。 

詳しくは主税局ホームページをご覧ください。 

簡単 

【お問合せ先】＜課税について＞ 所管都税事務所の個人事業税班又は支庁 

＜納税について＞ 所管都税事務所の徴収管理班又は都税支所・支庁 

便利 

安心 



 
 
 

 

 

 
東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面

から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合

に、法人事業税、個人事業税を減免しています。 

【中小企業者向け省エネ促進税制の概要】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対 象 者 
「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者 

・資本金１億円以下の法人等、個人事業者が該当します。 

対象設備 

次の要件を満たすもの 

①特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの 

 ・特定地球温暖化対策事業所等とは、３年連続消費エネルギー量 1,500kl 以上の事業所をいいま

す。 

②「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備」（減価償却資産）で、環境局が導入推奨機器と

して指定したもの＊（指定された導入推奨機器は、環境局のホームページで公表しています。） 

＊空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機） 

＊照明設備（ＬＥＤ照明器具、ＬＥＤ誘導灯器具） 

＊小型ボイラー設備（小型ボイラー類） 

＊再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム） 

減 免 額 

設備の取得価額（上限 2,000 万円）の２分の１を、取得事業年度の法人事業税額又は取得年の所

得に対して翌年度に課税される個人事業税額から減免 

ただし、当期事業税額の２分の１が限度 

※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度の事業税額から減免可 

対象期間 

（法人）令和８年３月３０日までに終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に供した 

場合に適用 

（個人）令和７年１２月３１日までに設備を取得し、事業の用に供した場合に適用 

減免手続 

減免を受けるためには、事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている法人の場合は、

その日）までに、減免申請書及び必要書類を提出してください。 

なお、申請期限を過ぎますと減免を受けることができませんのでご注意ください。 

法人事業税・個人事業税の減免 

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください！ 

  
詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。 

検索
 

主税局 環境減税 

【お問合せ先】 

 ●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること 

  ・所管都税事務所の法人事業税・個人事業税班 

  ・主税局課税部法人課税指導課 （法人事業税班） 03-5388-2963 

  ・主税局課税部課税指導課   （個人事業税班） 03-5388-2969 

 ●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること 

  東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 03-5990-5091 



☆★☆ １１月は、『ｅＬＴＡＸ全国一斉広報月間』です ★☆★ 

●電子申告の利用方法や利用手続について 

eLTAX ホームページ 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
また東京都では、令和２年 10 月発送分から電子申告義務化の対象法人への 

申告書類送付物を変更しています。詳細はホームページをご覧ください。 

 

東京都主税局ホームページ           

 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 対象税⽬
 法⼈事業税、特別法⼈事業税及び法⼈都⺠税

■ 対象法⼈
 ⼤法⼈とは、以下の（1）及び（2）に掲げる内国法⼈をいいます。
（1） 事業年度開始の時において資本⾦の額⼜は出資⾦の額が
         1億円を超える法⼈ 
（2） 相互会社、投資法⼈及び特定⽬的会社

■ 適⽤開始事業年度
 令和2年4⽉1⽇以後に開始する事業年度

■ 対象申告書等
 確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書
 及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

東京都主税局 検 索

 大法人が提出する令和 2 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度の法人事業税・特別法人事業税・

法人都民税の申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類は、eLTAX による提出が義務

化されました。 

その概要について、以下のとおりお知らせします。 

エルタックス 検 索

●国税（法人税・消費税等）の電子申告義務化について

e-Tax ホームページ 

イータックス 検 索



 

 

 

 

① 令和４年 3 月 31 日までの間に新築された住宅であること 

②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第 10 条第 2 号に規定する認定長期優良住宅

であること 

③居住部分の床面積の割合が当該家屋の 2 分の 1 以上であること 

④１戸あたりの床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下であること（ただし、一戸建て以外の貸家の

用に供する住宅については、40 ㎡以上 280 ㎡以下） 

 

減額される期間 新たに固定資産税が課税される年度から 5 年度分（3 階建以上の耐火・準耐

火建築物については 7 年度分） 

減額される税額 当該住宅の固定資産税額（居住部分で 1 戸あたり床面積 120 ㎡相当分まで

を限度）の 2 分の 1 が減額 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－都税についてのお知らせ－ 

減額の対象となる住宅 

減額される期間・税額 

減額を受けるには、住宅が新築された年の翌年（1 月 1 日新築の場
合はその年）の 1 月 31 日（令和 2 年度は令和 3 年 2 月 1 日）まで
に、減額の申告が必要です。詳しくは当該住宅が所在する区にある都税
事務所にお問い合わせください。 
 なお、23 区外の住宅については、当該住宅が所在する市町村へお問
い合わせください。 



―都税についてのお知らせ― 

不動産取得税における認定長期優良住宅の特例について 
 

以下の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、または新築未使用の認定長期優良住宅を購

入した場合の不動産取得税については、住宅の価格※から 1,300 万円（価格が 1,300 万円未満であ

る場合はその額）が控除されます。 
 

※ 住宅の実際の購入価格等ではなく、固定資産評価基準によって評価・決定された価格（評価額）をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

認定長期優良住宅の特例適用を受けるには申告が必要です。「不動産取得税申告書」に必要事項を 

ご記入のうえ、必要書類とともに、所管の都税事務所等に申告してください。          

                          

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【税額の算出方法】 
住宅の価格  － １，３００万円 ＝ 課税標準額 

 
課税標準額  ×           （税率） ＝ 税額 

【お問合せ先】住宅が所在する区市町村を所管する都税事務所等の不動産取得税担当班 

① 令和４年３月３１日までの間に取得した住宅であること 
（認定長期優良住宅を新築した場合、または新築未使用の認定長期優良住宅を購入した場

合に限られます。） 
② 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第１０条第２号に規定する認定長期優良住

宅であること 
③ １戸あたりの床面積が５０㎡以上２４０㎡以下であること（ただし、貸家の用に供する

一戸建て以外の住宅については、４０㎡以上２４０㎡以下） 

特例の対象となる住宅 ＊長期優良住宅の認定基準（床面積要件等）とは異なります

東京都 主税局 検索 申告書の様式や必要書類等の詳細は、 

東京都主税局ホームページに掲載しています。

３ 

１００ 



  
－都税についてのお知らせ－ 
 

昨年度に引き続き、令和２年度も 

                       

 
 
 
 
 

減 免 対 象 一画地における非住宅
．．．

用地の面積が 400 ㎡以下であるもののうち 

200 ㎡までの部分 

       ただし、個人又は資本金・出資金の額が１億円以下の法人等が所有す

るものに限ります。 

 

減 免 割 合 固定資産税・都市計画税の税額の２割 
 
減 免 手 続 減免を受けるためには、申請が必要です。 

まだ申請をしていない方で、小規模非住宅
．．．

用地を所有していると思

われる方には、９月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」を

お送りしています。減免の要件をご確認のうえ、申請してくださ

い。 

 

 

 

 

【お問合せ先】土地が所在する区にある都税事務所 

 
 

 

 

23 区内 

※ 同一区内で前年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、新たに

申請する必要はありません。 

※ こちらの申請については、インターネットでのお手続もできます。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

  
 
 
 
 

インターネット公売は、動産、自動車はせり売り方式、不動産等は入札方式により行います。 
 

公売参加申込期間 
動産、自動車 不動産等 

令和2年11月5日(木)13時～令和2年11月20日(金)23時 

入 札 期 間 
令和2年11月27日(金)13時～ 

令和2年11月29日(日)23時 

令和2年11月27日(金)13時～ 

令和2年12月4日(金)13時 

公 売 物 件 

東京都主税局ホームページ内の＜公売情報＞からアクセスできます。 

インターネット公売（動産、自動車、不動産等）をご覧ください。 

※公売物件は、公売参加申込開始日以降にご覧いただけます。 

☆動産、自動車の下見会については、下記ホームページをご確認ください。

実 施 機 関 主税局徴収部・各都税事務所 

お 問 合 せ 先 主税局徴収部機動整理課公売班（03-5388-3027） 

                         
※公売物件は変更されることがあります。また、公売は中止になることがありますので、最新情報は下記ホームページ

をご覧ください。 
 

 
 
 
 
 

 

  

主税局ホームページ<公売情報> https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kobai/ 

<メールマガジンのご案内> https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/mail_magazine.html 検索 主税局 メルマガ 

東京都 公売 検索 

※公売情報に関するメールマガジンを配信しています。是非ご登録ください。 

 

－都税についてのお知らせ－ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 💡 いつでもどこでもスマホで簡単に納付ができます。 
 💡 納付書のバーコードを読み取るだけで納付ができます。 
 💡 ⼿数料はかかりません。 
 

※⾞検を受ける運輸⽀局等の窓⼝で⾃動⾞税種別割の納税確認を電⼦的に⾏うことが可能となったため、⾞検時に納税証明書の 
提⽰が省略できます。⾞検⽤の納税証明書が必要の⽅は、納付の約１週間後に都税事務所等に申請してください。 

都税がスマホ決済アプリで納付できます 
都税がスマートフォン決済アプリで納付できるようになり、 

都税の納付がさらに便利になりました。 

東京都主税局 
ホームページ 

納付⽅法 
スマートフォン決済アプリの「請求書の⽀払いサービス」を使⽤して、 
納付書のバーコードを読み取ることにより納付することができます。 

主税局 HP の「AI チャットボットサービス」でも疑問にお答えします。 

詳細は 主税局 スマホ 検索 

納付できる主な税⽬ 
個⼈事業税、不動産取得税、⾃動⾞税種別割、 
固定資産税（⼟地･家屋）・都市計画税、 
固定資産税（償却資産） 
の定期課税分及び随時課税分 

１枚あたりの合計⾦額が 30 万円までの 
納付書（バーコードがあるもの）に限ります。 

注意事項 
■領収証書は発⾏されません。※ 

領収証書が必要な⽅は、都税事務所・ 
⾦融機関等の窓⼝またはコンビニエンス
ストアで納付してください。 

■納付⼿続完了後に、納付を取り消すことは
できません。 

■事前にアプリ内でお⽀払いに必要な⾦額
をチャージする必要があります。 

■バーコードのない納付書や汚損により 
バーコードが読み取れない納付書は 
お使いいただけません。 
主税局 HP で詳細をご確認の上、 
ご利⽤ください。 

（令和２年 11 ⽉１⽇時点） 利⽤できるアプリ （令和２年 11 ⽉１⽇時点） 



 
 

  
 

 

令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に取得した自家用乗用車に係る自動車税

環境性能割の税率を１％軽減する特例措置について、適用期限を６月延長し、令和３年３月３１

日までに取得したものが対象となります。 

 

◆令和元年１０月１日から令和３年３月３１日までの間に取得した自家用乗用車の税率 

 
   

 

 
 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾃動⾞税環境性能割に係る臨時的軽減の期間が延⻑されました 

【お問合せ先】 

東京都自動車税コールセンター  

03-3525-4066（平日 9 時～17 時） 

軽減後 

の税率 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 詳しくは、主税局ＨＰをご覧ください。 

事業用家屋について…資産が所在する区にある都税事務所の固定資産税班 

償却資産について……資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班 

 

 

 

 

 

 

 

（１）特例申告書 

（２）特例対象資産一覧 

（３）収入が減少したことを証する書類（写） 

（４）（個人事業主で事業用家屋を所有している場合）特例対象家屋の事業専用割合を示す書類（写） 

※詳細については、主税局ホームページをご確認ください。 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、事業収入が一定程度減少（※１）した中小事業者等

（※２）で令和３
．．．

年
．
２
．
月１日
．．．

（
．
月）までに
．．．．．

下記
．．

の申告をされた場合
．．．．．．．．．

、事業用家屋及び償却資産に係る令和３年度分

の固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１又はゼロとします。 

※１ 令和２年２月～１０月までの間における任意の連続する３ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて、 

３０％以上５０％未満減少している方 ２分の１ 

５０％以上減少している方 ゼロ 

※２ 資本金若しくは出資金の額が１億円以下の法人（資本又は出資を有しない法人は従業員数 1,000 人以下）又は 
常時使用する従業員数が 1,000 人以下の個人等が該当します。性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。 

資産の所在する
区の都税事務所 

中小事業者等 

認定経営革新等 

支援機関等 

① 特例申告書を 

ダウンロード 

④上記書類を郵送又は持参にて提出 

② 確認依頼 ③ 確認 

申告期限（令和３年２月１日）を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることが 

できなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。 

 

軽減措置の要件に該当する方（上記対象者に当てはまる方）は、以下の手順でご申告ください。 

特例申告書の裏面の【認定経営革
新等支援機関等確認欄】に記名・
押印をもらいます。 

 可能な限り郵送を
ご活用ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等の 

令和３年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度について 

お問合せ先 

主税局 コロナ 検索 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 

■各特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した資産の課税標準の特例措置に

ついて、事業用家屋・構築物が新たに対象となります。 

対象の固定資産 要 件 

事業用家屋 

○取得価額が 120 万円以上であること 

○商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること 

○取得価額の合計額が 300 万円以上の先端設備等を稼働させるために取得さ

れたものであること 

構築物 

○取得価額が 120 万円以上であること 

○商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること 

○販売開始日が１４年以内であること 

○生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均１％以上向上

しているものであること 

 

■令和２年４月３０日から令和３年３月３１日（※）までに取得した資産が特例対象となります。

※ 生産性向上特別措置法の改正を前提として、現行の特例措置対象も含め２年延長する見込み

です。 

 

 

 
 

お問合せ先 

詳しくは、主税局ＨＰをご覧ください。 

事業用家屋について…資産が所在する区にある都税事務所の固定資産税班 

償却資産について……資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班 

主税局 コロナ 検索 

生産性向上特別措置法に係る先端設備等の課税標準の特例措置の拡充・延長について 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●申告書、別表は東京都主税局ホームページ（https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/kakusyuyoshiki.html） 

からダウンロードできます。 

【お問合せ先】 

・申告書等の事前送付物について           ・電子申告利用の手続について    

（法人二税）所管都税事務所の法人事業税担当班            eLTAX ヘルプデスク 0570－081459 

（事業所税）所管都税事務所の事業所税担当班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 10 月以降の申告書等事前送付物（プレプリント申告書）から、東京都に eLTAX の利

用届出を提出している事業者に対し、申告書等の同封を取りやめます。 

なお、納付書（法人二税については税率表等も含む。）については、従前どおり送付します。 

法⼈⼆税・事業所税の申告書等の事前送付物を変更します 

時 期 令和３年１０⽉送付分から 

対象者 
電⼦申告利⽤事業者 
（東京都に eLTAX の利用届出を提出した事業者） 

令和 3 年 9 ⽉まで 

・申告書 

 

変更点 申告書・別表等の送付を取りやめ、納付書のみ送付します。 
（法人二税については、納付書とあわせて税率表等も送付します。） 

令和 3 年 10 ⽉から 

・別表等 
※ 

・納付書 

（税率表等） 

・申告書 

・別表等 （税率表等） 

・納付書 
※ 

※ 法⼈⼆税のみ ※ 法⼈⼆税のみ 



 

 

 

 

 

耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、新型コロナウイルス感染症及びそのま

ん延防止のための措置の影響によって、耐震改修後の住宅への入居が遅れた場合、不動産取得

税の減額要件が緩和されます。 

 

①現行制度 

  昭和 56 年 12 月 31 日以前に新築された住宅を取得したとき、以下の全ての要件を満たす場合 

に、当該住宅が新築された時点に応じて、不動産取得税の一定の額が減額されます。 

  （１） 住宅の床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下であること 

  （２） 住宅を取得後に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合していること 

が証明されること 

  （３） 取得日から６月以内に、耐震改修工事後の住宅に居住すること 

 

②要件緩和の対象 

 以下を全て満たすこと 

（１）以下のいずれか遅い日までに耐震改修の契約が行われていること 

ア 個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した日から５月を経過する日 

イ 令和２年６月 30 日 

 （２）新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震基準

不適合既存住宅の取得日から６月以内に居住の用に供することができなかったこと 

 

③要件緩和の内容 

 上記②を満たす場合、上記①（３）の要件が「耐震改修工事終了の日から６月以内」に緩和さ 

れます（令和４年３月 31 日までの居住に限ります。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 主税局 コロナ 検索 詳細は、主税局 HP をご覧ください。 

申告方法等は、住宅が所在する区市町村を所管する都税事務所・支庁へお問い合わせください。

耐震改修工事 

現行：取得日から６月以内 

要件緩和後：耐震改修工事終了の日から６月以内 

入居（現耐震基準適合の証明 入居（要件緩和中古住宅取得 

耐震改修した住宅に係る不動産取得税の減額要件の緩和 
（新型コロナウイルス感染症の影響がある場合） 



 
 
－東京都主税局についてのお知らせ－ 

 

 
  
 
 
 
※主税局では、納税者の皆様が都税事務所等に来所することなく、郵送やインターネット等でお

手続できる仕組みを以下のとおり設けております。ぜひご利用ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
◆詳しくは主税局ホームページをご覧ください。 

  
 

主税局 窓口縮小 

 

検索

新型コロナウイルス感染症対策のため、都税事務所等における業務

運営体制を縮小しております。 

郵送や電子申告によるお手続、キャッシュレスによる納付方法等を

ぜひご利用ください。 

◆都税に係る各種証明書等の申請 

郵送による申請も受け付けております。申請書、手数料(定額小為替)、返信用封筒（あて先を

記入、郵便切手を貼ったもの）等を同封の上、ご申請ください。 

 

◆都税の納付 

スマートフォン決済アプリによる納付、クレジットカード納付、ペイジー（Pay-easy）納付、

地方税共通納税システムでの納付（eLTAX 電子納税）、口座振替等の方法があります。 

◆都税の申告 

郵送による申告も受け付けています。なお、受付印を押印した控の返送を希望される場合は、

控とともに切手を貼付した返信用封筒を同封してください。  

また、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23 区内の事業所税及び

固定資産税（償却資産）の申告は、電子申告（eLTAX）による方法もあります。 

以下の証明書等の申請については、都税証明郵送受付センター宛にお送りください。 

▶ 納税証明書、自動車税（種別割）納税証明書（継続検査等用） 等 

▶ 23 区内の固定資産(土地・家屋)の評価証明書、関係証明書、課税台帳、名寄帳 等 

【送付先】〒１１２－８７８７ 東京都文京区春日１－１６－２１ 都税証明郵送受付センター


